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１ 委託業務名

宮崎市公有財産売却事務包括民間委託

２ 実施期間

契約締結日から令和６年３月２９日まで

ただし、「６（２）売却業務②契約相手方の探索」に係る業務については、令和６

年３月８日までとし、同日までに買受申込書が提出された物件を成功報酬の対象と

する。

３ 委託業務の実施場所

宮崎市

４ 業務目的

未利用財産の販売促進のため、売却に関する業務を知識、技術、経験等を有する事

業者に委託するものである。

５ 委託業務対象物件

別紙対象物件一覧の物件とする。

ただし、委託者の都合により、対象物件を当該年度に売却することを中止すること

や、一覧にない物件について、調査を依頼することがある。

６ 委託業務の内容

受託者は委託者の指示に従い、次に掲げる委託業務を行わなければならない。

媒介型式は、専属専任媒介型式とする。

委託者は、対象物件一覧に記載する不動産の売却業務を受託者以外の業者に重ねて

依頼しないものとし、委託者が自ら発見した相手方と売買の契約は行わないものと

する。

（１）調査業務

①物件調査

以下の作業を経て、当該調査結果を別記様式１により提出するものとする。なお、

登記事項証明書及び公図、地積測量図は、委託者が法務局で取得し、貸与する。

ア 法令制限等に係る調査及び供給施設等の状況に係る調査

都市計画区域、用途地域等法令制限に係る調査及び電気、ガス、上下水道等供

給施設の状況に係る調査を行う。

イ 特記事項関係に係る調査

越境物やセットバック必要の有無など、特に注意を促す必要がある事柄につい

て調査を行う。

ウ その他、物件調書の作成のために必要な調査等
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エ 現地写真の取得・整備

現地写真（電子データ）を成果として納品する。

②売却可能性調査

対象物件一覧表に記載する財産について、以下の事項の調査を行い、当該調査結果

を別記様式２により提出するものとする。

ア 市場流通性についての調査

一般的に市場で流通する物件か否かの調査を行う。

イ 課題整理に対するアドバイス

売却に向け、越境物等の課題がある場合、当該課題を整理・解決するために必

要な助言を行う。

ウ 売却可能性有無の判断

調査の結果、売却可能性があるかないかを判断する。

売却可能性調査の結果については、委託者へ報告し、その承認を得るものとする。

③売買価格に係る書面の作成

書面は別記様式３により提出するものとする。

ア 市場動向調査又は独自の方法により物件の売買価格を算定する。

イ 建築物や構造物がある場合で、解体撤去が必要と判断したものは、解体撤去費

を算出し、土地価格から差し引いて、売買価格を算定する。

ウ 売買価格の端数計算は、上４桁目を四捨五入し、上３桁表示とする。

（２）売却業務

①契約相手方の探索：下記のア、イ、エについては、受託者において、その必要性

を判断し、実施できるものとする。

ア 現地看板の設置

現地に「売地」看板等（宮崎市管財課と表記するが連絡先は受託者とする）を

設置して現地広告を行う。

イ 広告掲載

一般競争入札実施時、新聞広告掲載や不動産専門誌への掲載を行う。不動産ポ

ータルサイト、受託者のウェブサイト及び委託者のホームページへの掲載は、公

告後速やかに実施する。

ウ 一般競争入札及び売買契約締結の補助

・買受希望者（入札参加希望者）に対して、当該物件の内容、一般競争入札制

度、市有財産売買契約書の内容、その他入札参加手続き、物件調書、売買契

約に際しての手続きについて電話などにて説明する。

・現地説明等の対応を行い、購入希望について確認を行う。

・入札実施後、落札者に対して重要事項説明を行う。

・その他一般競争入札並びに売買契約締結に際して必要な業務の補助を行う。
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エ 一般競争入札不調後の売却促進業務

・一般競争入札により不調となった物件については、先着順の随契売却に移行

する。この場合、委託者のホームページにおいても広報を行うが、受託者も

独自に買受希望者の探索に当たり、受託者自身の媒介物件として取り扱う。

・速やかに指定流通機構への情報登録を行い、買受希望者への対応を行う。

・契約締結前に、買受希望者に対して重要事項説明を行う。

②売却後の対応

ア 物件の引渡し

売買代金納付後の土地引渡しを行う。

イ 事後対応

・買主から登記に必要な書類の受領等を行う。

・引渡し終了後の問い合わせの対応を行い、必要な場合は委託者に助言する。

７ スケジュール（予定）

（１）調査業務 契約締結日～令和５年１０月２０日

（２）一般競争入札公表 令和５年１１月上旬

（３）契約相手方の探索 ～令和６年１月上旬

（４）一般競争入札 令和６年１月中旬

（５）入札不調契約相手方の探索 ～令和６年３月８日

８ 成果物

本業務において作成する成果物の納期については、次のとおりとする。

８ その他

（１）買受人からの媒介報酬の徴収制限

①入札で落札した買受人から媒介報酬を受け取ることは禁止する。

②入札不調後、受託者の探索による買受人からの媒介報酬受け取りについては、委託者

としては制限しない。

（２）受託者の対象物件買受の制限

①受託者が入札に参加することは禁止する。

②入札不調後、先着順の随契売却の対象となった物件は受託者自ら購入することがで

きる。

業務内容項目 数量 納期

物件調書 物件ごと１部 令和５年１０月２０日

売却可能性調査報告書 物件ごと１部 令和５年１０月２０日

売却価格に係る書面 物件ごと１部 令和５年１０月２０日

実績報告書 １部 令和６年３月２９日
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（３）注意事項

①受託者は、契約締結後速やかに業務の担当及び業務責任者を定め、その氏名及び業務

区分等を書面により委託者に通知しなければならない。

②受託者は、宮崎市個人情報保護条例を遵守し、業務上知り得た個人情報等の秘密を他

人に漏らしてはならない。本業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合は、別

記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

③本業務で作成した資料は、全て委託者に帰属するものとし、委託者の許可なく、公表、

貸与又は複写してはならない。

④受託者は、業務の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。

⑤仕様書及び仕様書に定めのない事項について疑義が生じたときは、その都度協議する

ものとする。
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物 件 調 書

物件番号

所在地 地目 地積（㎡） 土地の形状 売却価格（円）

法令等による制限

都市計画法 都市計画区域 用途地域

建築基準法 建ぺい率 容積率

その他

接面道路の幅員、種別、状況等

私道に関する負担等に関する事項

供
給
処
理
施
設
の
状
況

種 類 配管等の状況 関係事業所名

電 気 引込不可 ・ 引込可
℡

ガス 引込不可 ・ 引込可
℡

上水道 引込不可 ・ 引込可
℡

下水道 引込不可 ・ 引込可
℡

※引込み費用等の詳細は、上記事業所にお問い合わせください。

交通機関 鉄道 バス

公共施設
市役所 小学校

中心部 中学校

特
記
事
項

別記様式１
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売却可能性調査報告書

物件番号

所在地

市場流通性調査

物件の長所

物件の短所（課題）

課題解決方法

売却可能性の判断

□ 売却可能性あり □ 売却可能性なし

別記様式２
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売却価格に係る書面

物件番号

所在地

売買価格

算定根拠

別記様式３
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個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１条 受注者は、この契約による事務を処理するに当たっては、個人情報（特定個人情報を

含む。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、

個人情報の保護に関する法律（平成 15年律第 57号）その他の関係法令等を遵守し、個人情
報を適正に取り扱わなければならない。

（秘密の保持）

第２条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後も、同

様とする。

（従事者の明確化）

第３条 受注者は、この契約による事務に従事する者を明確にし、発注者から求めがあったと

きは、発注者に報告しなければならない。

（従事者への監督及び教育）

第４条 受注者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務

に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要

かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後に

おいても同様とする。

（保有の制限等）

第５条 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を保有するときは、その目

的を明確にし、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により取得

しなければならない。

（目的外利用の禁止等）

第６条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知

り得た個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

（安全管理措置）

第７条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他

の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

（持ち出しの禁止）

第８条 受注者は、この契約による委託業務の場所から個人情報を持ち出してはならない。や

むを得ず持ち出さなければならないときは、発注者の承諾を得たうえで行い、持ち出しの状

況に関する記録を作成し、確実に保管するものとする。

（複写等の禁止）

第９条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理する

ために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはなら

ない。
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（再委託の禁止）

第 10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務における個人情報

の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。

（資料等の返還等）

第 11条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者

が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除

された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に指

示したときは、当該指示した方法により処理するものとする。

（報告義務）

第 12条 受注者は、発注者から求めがあったときは、この契約による個人情報の管理状況及

び委託業務の履行状況について発注者に対して報告しなければならない。

（事故報告義務）

第 13条 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれが

あることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。こ

の契約が終了し、又は解除された後も、同様とする。

（実地調査）

第 14条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の遵守状況を確認するために必要

な範囲内において、受注者のこの契約による事務に係る個人情報の取扱いについて実地に調

査をすることができる。

（勧告）

第 15条 発注者は、受注者のこの契約による事務に係る個人情報の取扱いが不適当と認める

ときは、受注者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

（契約の解除及び損害賠償）

第 16条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契

約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

（漏えい等が発生した場合の責任）

第 17条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人

情報の安全の確保に係る事態が発生した場合において、その責めに帰すべき理由により発注

者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。


